
 

品川区児童福祉施設等措置費徴収金認定要綱 

 

制定 令和６年９月２７日 区長決定 

要綱第３１５号 

改正 令和７年４月１日 区長決定 

要綱第１４３号 

改正 令和８年３月２６日 区長決定 

要綱第 ５１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）の規定によ

り児童福祉施設等に委託または措置された児童等に係る法第５６条第２項の規定による費用徴収

について、児童等またはその扶養義務者の負担能力の認定および徴収金額の決定を適正かつ円滑

に行うことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 児童福祉施設等 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支

援施設、指定発達支援医療機関、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親および児童自立生

活援助事業を行う者をいう。 

⑵ 児童等 満１８歳に満たない者、満１８歳以上の者であって、法第３１条もしくは法第３１

条の２の規定により施設在所期間が延長されているものまたは法３３条の６の規定により児童

自立生活援助事業に委託されている者 

⑶ 措置 児童等を児童福祉施設等に入所させ、または委託するまでの行政庁の行為の総体をい

う。 

⑷ 階層認定 法第５６条の規定による費用徴収について、措置されている児童等およびその全

ての扶養義務者（児童自立生活援助事業に委託されている者については、児童等）についての

課税状況を確認し、品川区児童福祉法の施行に関する規則（昭和４０年品川区規則第１７号。

以下「規則」という。）に基づき、負担能力を認定する行為をいう。 

⑸ 親族 民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に規定する６親等内の血族、配偶者およ

び３親等内の姻族をいう。 

⑹ 扶養義務者 民法第８７７条第１項に規定する直系血族および兄弟姉妹、ならびに同条第２

項により扶養義務を負わされている３親等以内の親族をいう。ただし、法第５６条の適用にあ

っては、児童等と同一世帯に属して生計を一つにしている者で、直系血族、配偶者および兄弟



 

姉妹等（その者がその世帯における家計の主宰者である場合に限る。）をいう。 

⑺ 費用負担者 児童等の措置に要する費用の全部または一部を負担するとされた児童等または

その扶養義務者をいう。 

⑻ 措置費徴収金 法第５６条の規定により費用負担者から徴収する児童等の措置に要する費用

の全部または一部をいう。 

（措置児童等の階層認定） 

第３条 区長は、品川区児童相談所の所長（以下「所長」という。）が新たに児童等の措置を行お

うとするときは、当該措置の日において階層認定を行うものとする。ただし、国立施設への児童

の措置に係る階層認定については、所長が行うものとする。 

２ 区長は、毎年７月において、措置を行った児童等（以下「措置児童等」という。）の階層認定

の見直しを行うものとする。ただし、国立施設への措置児童に係る階層認定の見直しについては、

所長が行うものとする。 

３ 区長または所長は、措置児童等の事情に変更があると認めるときは、その変更が生じた日に遡

及して階層認定を変更することとする。 

４ 階層認定のための収入状況の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を

提出させることにより行うものとする。この場合において、毎年４月１日から６月３０日までの

間においては、当該年度分の区市町村民税の課税情報の把握は、前年度分の課税状況によるもの

とする。 

⑴ Ａ階層に該当する者 生活保護受給証明書 

⑵ Ａ階層に該当する者以外の者 前年分（１月から６月までの間において提出させるとすると

きは、前々年分）の収入額および必要経費が確認できる書類（当該書類の提出が困難な場合は、

収入状況申告書（第１号様式。以下「収入状況申告書」という。）） 

（扶養義務者の階層認定等） 

第４条 児童等について新たな措置を行おうとするときは、当該措置の日において扶養義務者の階

層認定を行うものとする。 

２ 区長は、毎年７月において、扶養義務者の世帯に係る階層認定の見直しを行うものとする。た

だし、国立施設への措置児童に係る階層認定の見直しについては、所長が行うものとする。 

３ 扶養義務者の状況に変更があると認めるときは、その変更が生じた日に遡及して階層認定を行

うこととする。 

４ 扶養義務者の階層認定は、措置児童等およびその措置児童等と生計を一にしている全ての扶養



 

義務者の課税額の合算額により行うものとする。 

５ 区長は、扶養義務者の課税状況を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類によ

り確認するものとする。この場合において、毎年４月１日から６月３０日までの間においては、

当該年度分の区市町村民税の課税状況の把握は、前年度分の課税状況によるものとする。 

⑴ Ａ階層 生活保護受給証明書 

⑵ Ｂ階層 当該年度分の区市町村民税非課税証明書 

⑶ Ｃ階層およびＤ階層 当該年度分の区市町村民税課税証明書 

６ 所長は、階層認定を行う場合において、前項各号に掲げる書類の提出が困難な場合は、収入状

況申告書を提出させるものとする。 

７ 所長は、国立施設への措置児童の階層認定を行ったときは、児童福祉施設等措置費階層決定通

知書（第２号様式）により扶養義務者に通知する。 

８ 当該年度分の区市町村民税額が確定しない場合において、前年度分の区市町村民税額が判明し

ているときは、これを当該年度分の区市町村民税額として取り扱うこととし、これらが確定した

場合は確定した日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合はその月）から当該年度分の区市

町村民税額を取り扱う。 

（徴収金額の決定） 

第５条 徴収金の額は、その世帯の当該年度分の区市町村民税の額により規則に定める階層区分に

応じそれぞれの階層区分に定める徴収月額とする。ただし、Ｄ15階層として認定した場合の徴収

月額が著しく高額となるときは、Ｄ14階層に定める徴収金基準額にＤ１階層からＤ14階層までの

徴収金基準額における上昇率を順番に比較した値の平均値を乗じて得た額を徴収月額とする。 

２ 区長は、徴収金額の決定を行ったときには、児童福祉施設等措置費徴収金額決定（変更）通知

書（第３号様式）により費用負担者あてに通知する。 

３ 所長は、国立施設への措置児童の徴収金額を決定したときは、児童福祉施設等措置費徴収金額

決定（変更）通知書（国立施設）（第４号様式）により当該国立施設の長に通知する。 

（徴収金額の減額） 

第６条 規則第３３条第２項の規定による徴収金額の減額の申請は、児童福祉施設等措置費徴収金

額減額申請書（第５号様式）に徴収金額を減額する事実を証明する関係書類を添付させて行わせ

なければならない。 

２ 区長は、前項の申請が減額基準に該当すると認めたときは児童福祉施設等措置費徴収金額決定

（変更）通知書（第３号様式）により、減額基準に該当しないと認めたときは児童福祉施設等措



 

置費徴収金額減額不適用通知書（第６号様式）により、それぞれ当該申請者に通知するものとす

る。 

３ 所長は、国立施設への措置児童の徴収金額の減額を決定したときは、児童福祉施設等措置費徴

収金額決定（変更）通知書（国立施設）（第４号様式）により当該国立施設の長に通知する。 

（徴収金額の更正） 

第７条 区長または所長は、階層区分の誤認定その他の理由により徴収金に変更が生じる場合は、

当該徴収金額を更正しなければならない。 

２ 区長は、徴収金額を更正したときは、児童福祉施設等措置費徴収金額決定（変更）通知書（第

３号様式）により当該費用負担者に通知するものとする。 

３ 区長は、第１項の規定により徴収金額を更正した場合において、更正後の徴収金額が更正前の

徴収金額より多い額となるときは、更正後の徴収金額を更正した日の翌月分（更正した日が月の

初日であるときは、当該月分）から徴収する。 

４ 所長は、国立施設への措置児童の徴収金額を更正したときは、児童福祉施設等措置費徴収金額

決定（変更）通知書（国立施設）（第４号様式）により当該国立施設の長に通知する。 

（還付） 

第８条 区長は、前条の規定により徴収金額を更正した場合において、還付すべき額が生じたとき

は、これを還付しなければならない。ただし、当該費用負担者から以後到来する納期の措置費徴

収金に充てる旨の申出があったときは、この限りでない。 

（徴収の時期） 

第９条 措置費徴収金は、各月における措置児童等の措置等の実績に基づき、翌月末日までに徴収

するものとする。 

（督促） 

第１０条 区長は、納入期限から２０日を経過し、なお納入されない措置費徴収金がある場合は、

費用負担者に対し、児童福祉施設等措置費徴収金督促状（第７号様式）を発付するものとする。 

２ 督促状に指定する納付期限は、当該督促状の発付の日から起算して１０日を経過した日とする。 

（催告） 

第１１条 区長は、前条の督促状を発付してから２０日を経過し、なお納入されない措置費徴収金

がある場合は、費用負担者に対し、児童福祉施設等措置費徴収金催告書（第８号様式）を発付す

るものとする。 

２ 催告書に指定する納付期限は、催告書の発付の日から起算して１０日を経過した日とする。 



 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長または所長が別に定める。 

付 則 

１ この要綱は、令和６年１０月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現になされている東京都が行った階層認定等で、施行日以後において品

川区が行うこととなる事務に係るものは、この要綱の相当規定により品川区が階層認定等を行っ

たものとみなす。 

付 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 






















